
東京都動産・債権担保融資（ＡＢＬ）制度要綱 
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改正   令和 ６年 ３月１９日  ５産労金金第１２４１号 

改正   令和 ６年 ５月１０日  ６産労金金第 ２０３号 
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改正   令和 ７年 ３月１３日  ６産労金金第１２１２号 

改正   令和 ７年 ６月１３日  ７産労金金第 ３０１号 

改正   令和 ７年１１月２８日  ７産労金金第 ７６９号 

改正   令和 ７年１２月 ８日  ７産労金金第 ８３６号 

 

 

第１ 目的 

この要綱は、中小企業が有する動産又は債権を担保とする「東京都動産・債権担保融

資（ＡＢＬ）制度」（以下「本制度」という。）の実施に当たり必要な事項を定め、もっ 

て不動産や個人保証に過度に依存しない融資を促進し、創業期や成長期、新たな事業展

開等、企業の成長ステージに応じ、中小企業の資金調達の円滑化・多様化を図ることを

目的とする。 

 

第２ 定義 

  この要綱において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 
１ 中小企業 

   次の（１）又は（２）のいずれかに該当するものとする。 

（１）中小企業者 

次のア及びイを満たすものとする。 

ア 個人事業者、会社（株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、

士業法人（監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、社会保険労務士

法人、司法書士法人、土地家屋調査士法人、行政書士法人））、医業を主たる事業

とする法人、特定非営利活動法人のいずれかであること 

イ 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号。以下「信用保険法」とい

う。）第２条第１項に該当すること 

（２）組合 

法人格を有する組合であって、次のア及びイを満たすものとする。 

ア 中小企業等協同組合、消費生活協同組合、商店街振興組合、協業組合、商工組

合、生活衛生同業組合、酒造組合、酒販組合、内航海運組合等のいずれかである

こと 

イ 信用保険法第２条第１項に該当すること 

２ 小規模企業 

次のアからキまでのいずれかに該当するものとする。 

ア 常時使用する従業員の数が３０人（小売業、卸売業又はサービス業を主たる事

業とする事業者については１０人）以下の会社及び個人であって、農業、林業

（素材生産業及び素材生産サービス業を除く。）、漁業及び金融・保険業（保険媒

介代理業及び保険サービス業を除く。）以外の業種に属する事業（以下「対象事

業」という。）を行うもの 

イ 常時使用する従業員の数がその業種ごとに中小企業信用保険法施行令（昭和２

５年政令第３５０号。以下「政令」という。）で定める数以下の会社及び個人で

あって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、対

象事業を行うもの 

ウ 事業協同小組合であって、対象事業を行うもの又はその組合員の３分の２以上

が対象事業を行う者であるもの 



 

エ 対象事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が３０人以

下のもの 

オ 対象事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が３０人以下のも

の 

カ 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が３０人以下

のもの（前各号に掲げるものを除く。） 

キ 対象事業を行う特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が３０

人（小売業、卸売業又はサービス業を主たる事業とするものについては１０人）

以下のもの 

３ 担保評価機関 

この要綱に基づく融資実行の際に、取扱金融機関からの依頼により担保評価（第三

者評価）を行う機関とする。 

４ 保証機関 

この要綱に基づく融資実行の際に、取扱金融機関からの依頼により取扱金融機関が

行う中小企業への融資に対する保証を行う機関とする。 

５ 取扱金融機関 

この要綱に基づく担保評価機関を活用した融資を取り扱う金融機関（以下「取扱金

融機関（担保評価機関活用）」という。）又はこの要綱に基づく保証機関を活用した融

資を取り扱う金融機関（以下「取扱金融機関（保証機関活用）」という。）とする。 

６ 付保機関 

この要綱に基づく担保評価機関を活用した融資に関する担保物件に対して、その保

全を目的とした保険契約について審査を行い、保険による補償を行う機関とする。 

７ 売掛債権 

担保物件の対象となる売掛債権は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則（昭和３８年大蔵省令第５９号）に定める売掛金、受取手形及び電子記録債権で、

保証機関又は取扱金融機関が担保の設定を認めるもの 

８ 棚卸資産 

担保物件の対象となる棚卸資産（以下「在庫」という。）は、財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５９号）に定める商品、製品、

副産物、半製品、原料及び材料、仕掛品で、取扱金融機関が担保の設定を認めるもの 

９ 機械・設備 

担保物件の対象となる機械・設備は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則（昭和３８年大蔵省令第５９号）に定める機械及び装置、車輌及びその他有形

固定資産で、保証機関又は取扱金融機関が担保の設定を認めるもの。なお、特段の定

めがない限り、再生可能エネルギー発電設備を含む 

 １０ 再生可能エネルギー発電設備 

   再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律第１０

８号）第２条第２項に定めるものであって、取扱金融機関が担保の設定を認めるもの 

 １１ 事業用資産 

   本制度において担保対象物件とする、７から１０までの資産の総称 

１２ 更新 

   更新とは、既往債務について新たな融資を以って返済し新たな融資について消費貸

借契約等を締結すること 

 

第３ 役割分担 

本制度の実施に当たっては、東京都（以下「都」という。）、担保評価機関、保証機関、

取扱金融機関及び付保機関が次のとおり役割分担を行い、相互の協力により適正円滑を

期するものとする。 

１ 都は、担保評価機関及び保証機関を選定し、本制度の実施に必要な事項について、



 

担保評価機関、保証機関等と別途契約を締結するとともに、必要な要綱等を策定する。 

 また、予算の範囲内において、中小企業に対し、担保評価費用等補助を行うととも

に、保証機関又は取扱金融機関（担保評価機関活用）に対し、損失補助を行う。 

２ 担保評価機関は、この要綱に基づく担保評価機関を活用した融資に関する担保物件

の評価を行う。 

３（１）保証機関は、この要綱に基づく保証機関を活用した融資に関する審査及び担保

物件の評価を行い、保証条件を充たしていると認めた場合には、取扱金融機関

（保証機関活用）が行う中小企業への融資に対し、保証及び担保の設定を行う。 

（２）保証機関は、担保物件の管理を行うとともに、当該保証債務を履行した場合に

は、当該担保物件の処分など求償権の適正な管理を行う。 

（３）前２号にかかわらず、保証機関と取扱金融機関（保証機関活用）は、両者の合

意により、担保の設定・管理・処分に関する役割分担を変更することができる。 

４（１）取扱金融機関（担保評価機関活用）は、この要綱に基づく担保評価機関を活用

した融資に関する審査を行い、中小企業に対して円滑な資金の貸付け及び融資債

権の管理を行う。 

    また、取扱金融機関（担保評価機関活用）は、担保評価機関が行う担保物件の

評価に基づき、融資とあわせて担保の設定を行うとともに、担保物件の管理や、

当該担保権を行使した場合には、当該担保の処分を行う。 

（２）取扱金融機関（保証機関活用）は、この要綱に基づく保証機関を活用した融資

に関する審査を行い、中小企業に対して円滑な資金の貸付け及び融資債権の管理

を行う。 

また、取扱金融機関（保証機関活用）は、前項（３）において、保証機関と担

保の設定・管理・処分に関する役割分担を変更した場合には、融資とあわせて担

保の設定を行うとともに、担保物件の管理や、当該担保権を行使した場合には、

当該担保の処分を行う。 

５ 付保機関は、中小企業又は取扱金融機関（担保評価機関活用）の申出により、この

要綱に基づく担保評価機関を活用した融資に関する担保物件に対して、その保全を目

的とした保険契約に関する審査を行い、その結果に応じて保険契約を締結し、補償を

行う。 
 

第４ 担保評価機関 

トゥルーバフィナンシャルソリューションズ株式会社 

株式会社帝国データバンク 

Tranzax 株式会社 

特定非営利活動法人日本動産鑑定 

株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 

 

第５ 保証機関 

オリックス自動車株式会社 

昭和リース株式会社 

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 

 

第６ 取扱金融機関 

原則として、別紙に定める金融機関の東京都内に設置された本支店等とする。 

 

第７ 付保機関 

融資又は保証ごとに定める。 

 

第８ 融資又は保証の対象 



 

融資又は保証の対象は、原則として次の各号に掲げる要件を全て満たす中小企業とす

る。ただし、融資又は保証ごとに別段の定めがある場合には、別段の定めが優先する。 

１ 東京都内に事業所（個人事業者は事業所又は住居）を有すること 
２ 事業税及び法人税（個人事業者については所得税）その他租税の未申告・滞納や、

社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合等はこの限りではな

い。 
３ 銀行取引停止処分を受けていないこと 
４ 事業を営むために許可、認可、登録及び届出等を必要とする場合は、当該許可等を

受けていること 
５ 現在かつ将来にわたって、暴力団員等（平成２３年東京都条例第５４号第２条第２

号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力

団関係者をいう。）に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められ

る関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと 
６ 対象事業を営んでいること。ただし、対象事業と非対象事業を兼業している場合は、

資金使途が対象事業に係るものであることが明らかである場合に限り、対象となる。 

 

第９ 融資又は保証の条件 

融資又は保証の条件は次の表のとおりとする。ただし、次の表の「期間」欄記載の事

項を除き（「期間」欄記載の事項は、次の表の記載事項が優先する。）融資又は保証ごと

に別段の定めがある場合には、別段の定めが優先する。 
資金使途 事業性資金（不動産購入資金を除く） 
限度額 ３億５千万円以内で、融資又は保証ごとに定める。 

期間 

売掛債権・在庫を担保とする融資：１年以内で融資又は保証ごと

に定める。なお、期間を１年以内とする更新可能。 

機械・設備を担保とする融資：７年以内（更新不可）で、融資又

は保証ごとに定める。ただし、再生可能エネルギー発電設備の場

合は１５年以内(更新不可) で、融資又は保証ごとに定める。 

利率（年） 融資又は保証ごとに定める。 
返済方法 融資又は保証ごとに定める。 
形式 金融機関所定形式 

信用保証 
原則として、保証機関の信用保証を要する。ただし、担保評価機

関を活用した融資の場合、信用保証を要しない。 
信用保証料 保証機関の定める料率による。 
保証人 原則不要 

物的担保 

１ 本要綱第２の７、８及び９（但し、９においては、再生可能

エネルギー発電設備を除く）に定めるいずれかを物的担保として

設定し、民法（明治２９年法律第８９号）第４６７条の規定に基

づく確定日付のある通知若しくは承諾、動産及び債権の譲渡の対

抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第１

０４号）第４条の規定に基づく債権譲渡登記等により、譲渡担保

権の対抗要件を具備するものとする。 

２ 本要綱第２の１０に定める物件を担保とする融資であって、

当該物件を単独で担保設定可能な場合も１と同様とするが、本要

綱第２の１０に定める物件と同時に不動産へ担保設定することが

必要な場合は、根抵当権により登記することとし、対象物件につ

いては融資実行前に都と取扱金融機関で協議する。 

物的担保の実地

確認等 
 保証機関又は取扱金融機関は、担保物件の実地確認等を行い、

担保物件を適正に管理しなければならない。 
旧債振替の禁止 中小企業は、原則として、本制度により借り入れた資金をもっ



 

て取扱金融機関等が有する債務の返済に充ててはならない。 
ただし、本要綱第２の７、８に定めるいずれかの物件を担保と

する融資については、アに該当する場合、本要綱第２の９（ただ

し、再生可能エネルギー発電設備を除く）に定める物件を担保と

する融資については、アまたはイに該当する場合には、借換えの

ために行った保証又は融資の全部又は一部を当該借換え対象の既

往債務の返済に充てることができる。 
ア 本制度に係る既往債務を借り換える場合（この場合におい

て借換え対象の既往債務残高は融資限度額に含まない。） 
イ 本制度に供する物的担保を取得するにあたり、現金決済が

必要等の事由により生じた既往債務（つなぎ融資）を借り換

える場合 
条件変更 条件変更は、中小企業において、債務の弁済に支障が生じてい

る、又は生ずるおそれがある既往債務について、債務者の経営再

建又は支援を図ることを目的として、期間等の条件を変更するこ

とに限る。 
 
第１０ 融資又は保証の申込 

（１）申込受付時期 

   各年度４月１日から当該年度の末日まで。ただし取扱金融機関又は保証機関ご

とに別段の定めがある場合、別段の定めが優先する。 

（２）申込受付機関 

別紙に定めるとおり。 

（３）申込みに必要な書類 

   別紙に定めるとおり。 

 

第１１ 都の補助 

取扱金融機関又は保証機関による積極的な融資や保証を促進するとともに、中小企

業の負担を軽減するため、都は次の補助を行う。 

（１）担保評価費用等補助 

中小企業が負担する担保物件の査定及び実地確認等に係る費用（交通費のうち、

社会通念上妥当と認められるものを含む。）並びに保険料（付保機関に対するも

のに限る。）及び信用保証料であって知事が認めるものを対象とする。 

なお、上記に関わらず、機械・設備のうち再生可能エネルギー発電設備を担保

とする融資に係る負担金の対象は、借受者が関係機関に支払うべき費用等であっ

て、借受者が負担する保険料（付保機関に対するものに限る。また、融資実行に

伴い担保物件に対して付保契約するものの費用であって、対象期間は保険契約か

ら１年以内とする。）及び担保物件の査定に係る費用（初回分のみとし、物件完

成６か月以内に行う稼働後評価を含む）であって知事が認めるものとし、再評価

及び実地確認等に係る費用は対象外とする。 

また、都は、中小企業が負担する担保評価等に係る費用の合計額について、小

規模企業または創業５年未満の中小企業の場合、その全額、それ以外の中小企業

の場合、その２分の１の額を、 

それぞれ保証機関又は取扱金融機関（担保評価機関活用）を通じ、中小企業に対

して補助する。ただし、都の負担金の上限額については、次のとおりとする。 

ア 売掛債権を担保とする融資については、次のとおりとする。 

（ア）借受者が中小企業の場合 

   保証機関による保証額、担保評価機関による評価額又は融資額のうちい

ずれか小さい額の年率３.５パーセントに相当する額 



 

（イ）借受者が小規模企業の場合 

保証機関による保証額、担保評価機関による評価額又は融資額のうちい

ずれか小さい額の年率３.５パーセントに相当する額もしくは年間７０

万円のいずれか大きい額 

     イ 在庫を担保とする融資については、担保評価機関による評価額又は融資額

のうちいずれか小さい額の年率３.５パーセントに相当する額 

ウ 機械・設備を担保とする融資については、保証機関による保証額、担保評

価機関による評価額又は融資額のうちいずれか小さい額の年率４パーセント

に相当する額 

エ アからウに関わらず、借受者が創業５年未満の中小企業であって、金融機

関が認める場合、保証機関による保証額、担保評価機関による評価額又は融

資額のうちいずれか小さい額の年率４パーセントに相当する額 

（２）損失補助 

取扱金融機関（担保評価機関活用）又は保証機関が、融資の実行後に、担保物

件の処分及び求償権の行使等を実施しても回収できない損失が生じた場合、「東

京都動産・債権担保融資（ＡＢＬ）制度損失補助審査委員会」による審査を経た

上で、都が認定した損失の８割相当額の補助を行う。 

 

第１２ 融資又は保証の手順 
（１）担保評価機関を活用した融資 

ア 中小企業は、取扱金融機関（担保評価機関活用）に対し、自らが保有する

事業用資産を担保にした融資の申込みを行う。 

イ 取扱金融機関（担保評価機関活用）は、当該申込内容を審査の上、適当と

認めた場合には、担保評価機関に対し、担保物件に関する評価の申込みを

行う。 

 また、中小企業の希望に応じ、担保物件に対して、その保全を目的とし

た保険契約を締結し、補償依頼を行う。 

ウ 担保評価機関は、担保物件に関する評価を行い、取扱金融機関（担保評価

機関活用）に対して評価結果を通知する。 

エ 取扱金融機関（担保評価機関活用）は、評価結果に基づき、中小企業に対

して融資を行う。この際、中小企業は、取扱金融機関（担保評価機関活用）

に対し、事業用資産を担保提供する。 

オ 取扱金融機関（担保評価機関活用）及び担保評価機関は、適切な役割分担

に基づき、中小企業に対する融資期間中の担保物件の実地確認等を行う。 

カ 都は、実行された融資について貸倒れが発生した場合には、評価や担保物

件の実地確認等の実施状況等に関する調査・審査を踏まえ、取扱金融機関

（担保評価機関活用）に対し、その損失の一部を補助する。 

キ 都は、中小企業の負担となる担保物件に関する評価等に係る費用の一定割

合について、取扱金融機関（担保評価機関活用）を通じて補助する。 

（２）保証機関を活用した融資 
ア 中小企業は、取扱金融機関（保証機関活用）に対し、自らが保有する事業

用資産を担保にした融資の申込みを行う。 

イ 取扱金融機関（保証機関活用）は、当該申込内容を審査の上、適当と認め

た場合には、保証機関に対し、担保物件に関する評価及び保証の申込みを

行う。 

ウ 保証機関は、担保物件に関する評価及び保証審査を行い、取扱金融機関

（保証機関活用）に対して審査結果を通知する。審査の結果、適当と認め

た場合には、融資に対する保証を行う。 

エ 取扱金融機関（保証機関活用）は、保証機関の保証に基づき、中小企業に



 

対して融資を行う。この際、中小企業は、保証機関又は取扱金融機関（保

証機関活用）に対し、事業用資産を担保提供する。 

オ 取扱金融機関（保証機関活用）又は保証機関は、適切な役割分担に基づき、

中小企業に対する融資期間中の担保物件の実地確認等を行う。 

カ 保証機関は、実行された融資について貸倒れが発生した場合には、取扱金

融機関（保証機関活用）との間で締結した保証契約に基づく代位弁済を行

う。 

キ 都は、保証機関が代位弁済を行った場合、評価や担保物件の実地確認の実

施状況等に関する調査・審査を踏まえ、保証機関に対し、その損失の一部

を補助する。 

ク 都は、中小企業の負担となる担保物件に関する評価等に係る費用の一定割

合について、保証機関を通じて補助する。 

 

第１３ 報告 

 取扱金融機関（担保評価機関活用）及び保証機関は、３月末日及び９月末日現在の

融資実績及び保証実績等を様式第１号により翌月２０日までに都に報告するものとす

る。 

 

第１４ 重大な違反行為があった場合の措置 

都は、担保評価機関、保証機関、取扱金融機関又は付保機関に、法令又はこの要綱

に違反する重大な違反行為等があった場合、本制度の実施に当たり都が締結した契約

を解除するなど、当該機関を本制度の実施主体から除外するため、必要な措置を講じ

ることができる。 

 

第１５ その他 

１ 都は、本制度を実施するために必要があると認めるときは、担保評価機関、保証

機関、取扱金融機関又は付保機関に対して担保評価、保証、融資又は付保業務の状

況その他参考となる事項について報告及び資料の提出を求めることができるものと

する。 

２ 都は、損失補助を行った保証機関又は取扱金融機関（担保評価機関活用）に対し

て、必要な指示をし、帳簿その他関係書類を調査することができるものとする。 

３ この要綱と異なる条件の担保評価、保証、融資又は付保がなされた場合、都は担

保評価機関、保証機関、取扱金融機関又は付保機関に対して訂正を求めることがで

きるものとする。 

４ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 



 

附 則 

 この要綱は、平成２６年５月１日より施行する。 

附 則 (平成２６年４月２８日２６産労金金第１８０号） 

 この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。 

附 則 (平成２６年５月２９日２６産労金金第３０４号） 

 この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 (平成２６年６月２６日２６産労金金第４３９号） 

 この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則 (平成２６年７月２５日２６産労金金第５４５号） 

 この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。 

附 則 (平成２６年８月２７日２６産労金金第６３７号） 

 この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。 

附 則 (平成２６年９月２６日２６産労金金第７５２号） 

 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行し、改正後の第７の規定は、同年９月１日

から適用する。 

附 則 (平成２６年１１月２０日２６産労金金第 ９５１号） 

 この要綱は、平成２６年１２月１日から施行する。 

附 則 (平成２７年 １月２６日２６産労金金第１１５５号） 

 この要綱は、平成２７年２月１日から施行する。 

附 則 (平成２７年 ３月２７日２６産労金金第１４３９号） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 (平成２７年 ４月２７日２７産労金金第 １６６号） 

 この要綱は、平成２７年５月１日から施行する。 

附 則 (平成２７年 ５月２７日２７産労金金第 ２７７号） 

 この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

附 則 (平成２７年 ８月２７日２７産労金金第 ６１３号） 

 この要綱は、平成２７年９月１日から施行する。 

附 則 (平成２７年 ９月３０日２７産労金金第 ７３２号） 

 この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則 (平成２７年１０月２８日２７産労金金第 ８１０号） 

 この要綱は、平成２７年１１月１日から施行する。 

附 則 (平成２７年１１月２７日２７産労金金第 ９２２号） 

 この要綱は、平成２７年１２月１日から施行する。 

附 則 (平成２８年３月２９日２７産労金金第１４３２号） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 (平成２８年５月１３日２８産労金金第 ２２０号） 

 この要綱は、平成２８年５月１３日から施行する。 

附 則 (平成２９年３月２４日２８産労金金第１１２４号） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、改正後の第９の規定は、平成２６年５月

１日からの融資又は保証に適用する。 

附 則 (平成２９年７月２５日２９産労金金第 ５２２号） 

 この要綱は、平成２９年８月１日から施行する。 

附 則 (平成２９年１２月７日２９産労金金第１０８０号） 

 この要綱は、平成２９年１２月１５日から施行する。 

附 則 (平成３０年３月３０日２９産労金金第１６８５号） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、改正後の第９の規定は、平成２６年５月

１日からの融資又は保証に適用する。 

附 則 (平成３０年４月 ９日３０産労金金第   ８号） 

 この要綱は、平成３０年４月１６日から施行する。 



 

附 則 (平成３０年４月２４日３０産労金金第 １６３号） 

 この要綱は、平成３０年５月 １日から施行する。 

附 則 (平成３１年３月 ４日３０産労金金第１３１４号） 

 この要綱は、平成３１年４月 １日から施行する。 

附 則 (平成３１年４月２６日３１産労金金第 １６７号） 

 この要綱は、令和元年５月 ７日から施行する。 

   附 則（令和元年６月１８日３１産労金金第 ３１７号） 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月１８日３１産労金金第 ７１１号） 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和元年１０月１８日３１産労金金第 ８２０号） 

 この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。 

附 則（令和元年１１月２９日３１産労金金第 ９２５号） 

 この要綱は、令和元年１２月２日から施行する。 

附 則（令和２年 ３月１１日３１産労金金第１４５５号） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１月４日２産労金金第１１３５号） 

 この要綱は、令和３年１月４日から施行する。 

附 則（令和３年３月１２日２産労金金第１４２８号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日３産労金金第１３０８号） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年５月２３日４産労金金第２３６号） 

 この要綱は、令和４年５月３１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２４日４産労金金第１３２５号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年７月１８日５産労金金第 ４６４号） 

 この要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

附 則（令和５年９月２０日５産労金金第 ６５２号） 

 この要綱は、令和５年１０月１３日から施行する。 

   附 則（令和６年１月２４日５産労金金第 ９７５号） 

 この要綱は、令和６年１月３１日から施行する。 

   附 則（令和６年３月１９日５産労金金第１２４１号） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年５月１０日６産労金金第 ２０３号） 

 この要綱は、令和６年５月２０日から施行する。 

附 則（令和６年６月２５日６産労金金第 ３７２号） 

 この要綱は、令和６年６月２５日から施行する。 

附 則（令和６年１２月２３日６産労金金第 ９３３号） 

 この要綱は、令和７年１月１６日から施行する。 

附 則（令和７年３月１３日６産労金金第１２１２号） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年６月１３日７産労金金第 ３０１号） 

 この要綱は、令和７年６月２７日から施行する。 

附 則（令和７年１１月２８日７産労金金第 ７６９号） 

 この要綱は、令和７年１１月２８日から施行する。 

附 則（令和７年１２月 ８日７産労金金第 ８３６号） 

 この要綱は、令和７年１２月１９日から施行する。 



 

別記 

 

中小企業信用保険法第２条第１項で定める中小企業者の範囲 

（１）法人（組合を除く。）又は個人事業者 

次の表に掲げる要件（資本金要件又は従業員数要件のいずれか一方でよい。）を満

たすもの 

業  種 資本金（注１） 従業員数 

製造業等（注２） 3 億円以下 300 人以下（注３） 

卸売業 1 億円以下 100 人以下 

小売業（注４） 5,000 万円以下  50 人以下 

サービス業 5,000 万円以下 100 人以下（注５） 

医療法人等（注６） 条件なし 300 人以下 

（注１）特定非営利活動法人は、資本金要件を適用しない。 

（注２）製造業等の「等」とは、保証対象業種で、卸売業、小売業及びサービス業以外

の業種をいう。〔業種例〕ソフトウェア業、情報処理サービス業、建設業、不

動産業、運送業、出版業 

（注３）ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業

用ベルト製造業を除く。）は 900 人以下（特定非営利活動法人は除く。） 

（注４）小売業は飲食業を含む 

（注５）旅館業は 200 人以下（特定非営利活動法人は除く。） 

（注６）医療法人及び医業を主たる事業とする法人 

 

（２）組合 

次のいずれかを満たすもの 

ア 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森

林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連

合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、信用保証協会の保証対

象事業を営むもの又はその構成員の３分の２以上が信用保証協会の保証対象事業を

営んでいる者であるもの 

イ 協業組合であって、信用保証協会の保証対象事業を営んでいるもの 

ウ 商工組合及び商工組合連合会であって、信用保証協会の保証対象事業を営むもの

又はその構成員が信用保証協会の保証対象事業を営んでいる者であるもの 

エ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、

その構成員の3分の2以上が資本金又は出資の総額が5,000万円（卸売業は1億円）

以下又は常時 50 人（卸売業、サービス業は 100 人）以下の従業員を使用する者で

あるもののうち、信用保証協会の保証対象事業を営むもの又はその構成員が信用保

証協会の保証対象事業を営む者であるもの 

オ 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その構成員の３分の２

以上が資本金又は出資の総額が３億円以下の法人又は常時 300 人以下の従業員を使

用する者であるもの。 

 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その構成員の３分の２

以上が資本金又は出資の総額が 5,000 万円（卸売業は 1 億円）以下又は常時 50 人

（卸売業は 100 人）以下の従業員を使用する者であるもの 

カ 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その構成員の３分の２以上が資

本金又は出資の総額が 3 億円以下又は、常時 300 人以下の従業員を使用する者であ

るもの 



 
別 紙 

担保評価機関を活用した融資 

 

 

第１ 朝日信用金庫による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  株式会社帝国データバンク 

  特定非営利活動法人日本動産鑑定 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  朝日信用金庫（平成２６年５月１日） 

 

 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

  （１）法人又は法人格を有する組合（個人事業者を除く。） 

  （２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 １億円以内 
融資期間 
 

１年以内（ただし、所定の申請を経て１年ずつ当初か

ら最長３年まで更改可能） 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元金均等返済、期日一括返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

   

 ６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

  （１）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・１部 

  （２）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・１部 

  （３）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・１部 

  （４）納税証明書（法人事業税及び、法人都民税)・(法人税及び消費税の＜その１及 

び、その３の３＞）なお、その他の納税証明書が必要となる場合がある。 

・・・・・・１部 

  （５）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

  （６）社会保険料納入確認書（未納の有無を確認するもの） 

 



 

第２ 城南信用金庫による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  株式会社帝国データバンク 

  Tranzax 株式会社 

  特定非営利活動法人日本動産鑑定 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  城南信用金庫（平成２６年５月１日） 

 

 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

 （１）法人、法人格を有する組合又は個人事業者 

 （２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 ３億５，０００万円以内 
融資期間 最長１年 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元金均等返済、期日一括返済、随時返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

 

６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・ １部 

（２）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（３）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・ １部 

（４）納税証明書（その３の３及び法人税の納税地が都外である場合は都の事業税） 

     ・・・・・・ １部 

（５）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

 

 

 

 



 

第３ 株式会社東京スター銀行による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  トゥルーバフィナンシャルソリューションズ株式会社 

  株式会社帝国データバンク 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社東京スター銀行（平成２６年５月１日） 

 

 ３ 付保機関 

  なし 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

  （１）法人（個人事業者を除く。） 

  （２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 ２億５，０００万円以内 
融資期間 最長１年 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元金均等返済、期日一括返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

事務取扱手数料 融資金額に対して金融機関所定の手数料 
 

６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・ １部 

（２）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（３）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・ １部 

（４）納税証明書（その３）                 ・・・・・・ １部 

（５）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

 



 

第４ 株式会社みずほ銀行による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  トゥルーバフィナンシャルソリューションズ株式会社 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社みずほ銀行（平成２６年５月１日） 

 

 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業者を除く。） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 
 

３，０００万円以上２億５，０００万円以内とし、経

常運転資金の範囲内 
融資期間 最長１年 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 期限一括返済、元金均等返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

 

６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・ １部 

（２）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・ １部 

（３）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（４）納税証明書（法人事業税又は法人税＜その１又はその３＞）・・・・・・ １部 

（５）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

 

 



 

第５ 株式会社阿波銀行による融資制度 

 
 １ 担保評価機関 

  トゥルーバフィナンシャルソリューションズ株式会社 
  特定非営利活動法人日本動産鑑定 
 
 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社阿波銀行（平成２６年１２月１日） 
 
 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 
 
 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 
（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業主は除く。） 
（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 
 ５ 融資の条件 

融資限度額 １，０００万円以上３億５，０００万円以内 

融資期間 １年以内 

融資利率（年） 金融機関所定利率 

返済方法 元金均等返済、期日一括返済、随時返済 

物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

事務取扱手数料 金融機関所定の手数料 

 

 ６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 
  （１）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・ １部 

（２）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・ １部 

（３）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（４）納税証明書（法人事業税又は法人税＜その１又はその３＞）・・・・・・ １部 

（５）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

 



 

第６ さわやか信用金庫による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  株式会社帝国データバンク 

  特定非営利活動法人日本動産鑑定 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  さわやか信用金庫（平成２７年４月１日） 

 

 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業者を除く。） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 １，０００万円以上２億５，０００万円以内 
融資期間 
 

１年以内（融資形式・更新の有無、累計期間に関わら

ず１年以内） 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元金均等返済、期限一括返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

 

６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・ １部 

（２）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・ １部 

（３）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（４）納税証明書（「法人税」と「消費税及地方消費税」について未納税額がないこ

との証明＜その３の３＞、法人税＜その１＞または法人事業税）・・・・・ １部 

（５）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

 



 

第７ 西武信用金庫による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  株式会社帝国データバンク 

  Tranzax 株式会社 

  特定非営利活動法人日本動産鑑定 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  西武信用金庫（平成２７年６月１日） 

 

 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業者を除く。） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 １，０００万円以上３億５，０００万円以内 
融資期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元金均等返済、期限一括返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

 

 ６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・ １部 

（２）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・ １部 

（３）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（４）納税証明書（法人税及び消費税の未納税額がないことの証明（その１及びその

３の３））                       ・・・・・・ １部 

  なお、その他納税証明書が必要となる場合がある。 

（５）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

 

 



 
別 紙 

第８ 株式会社きらぼし銀行による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

 トゥルーバフィナンシャルソリューションズ株式会社 

株式会社帝国データバンク 

Tranzax 株式会社 

  特定非営利活動法人日本動産鑑定 

  株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社きらぼし銀行（平成２７年１２月１日） 

 

 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業者を除く。） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

（１）売掛債権・在庫を担保とする融資 

融資限度額 １，０００万円以上３億５，０００万円以内 
融資期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 

返済方法 
元金均等分割返済、期日一括返済、随時返済（当座貸

越のみ可） 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

モニタリング手数料 融資実行額の 1％以下+消費税 

（２）再生可能エネルギー発電設備を担保とする融資 

融資限度額 １，０００万円以上３億５，０００万円以内 
融資期間 １５年以内  
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元金均等分割返済 

物的担保 

再生可能エネルギー発電設備に対する動産譲渡担保お

よび売電債権に対する債権譲渡担保登記を必須とす

る。また、発電事業を行う土地を所有している場合

は、不動産担保登記も必須とする。 

損害保険 
再生可能エネルギー発電設備に関する付保を必須とす

る（本要綱第１１に定めるとおり、補助対象期間は保

険契約から１年以内） 

 

 ６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（２）納税証明書（その３の３「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納

税額のない証明用）                   ・・・・・・ １部 

（３）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 



 
別 紙 

第９ 株式会社京葉銀行による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  株式会社帝国データバンク 

  特定非営利活動法人日本動産鑑定 

  株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社京葉銀行（平成３０年４月１６日） 

 

 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業主を除く。） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 １，０００万円以上３億５，０００万円以内 
融資期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元金均等返済、期日一括返済、随時返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

モニタリング手数料 融資実行額の 1％+消費税 
 

６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（２）納税証明書（法人事業税又は法人税＜その１又はその３＞）・・・・・・ １部 

（３）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

 



 

第１０ 株式会社千葉銀行による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  特定非営利活動法人日本動産鑑定 

  株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社千葉銀行（平成３０年４月１６日） 

 

 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 ３億５，０００万円以内 
融資期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 

返済方法 
元金均等返済、期日一括返済、随時返済（当座貸越の

み可） 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

手数料  

 
  

モニタリング手数料 

(継続利用 2回目以降) 

原則、融資実行額（極度扱いの場合は極度額）の 2％

以下＋消費税 

※担保物件・モニタリング方法等により手数料率が変

動します。 

その他事務取扱手数料 金融機関所定の手数料 

 

 ６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（２）納税証明書（法人事業税又は法人税＜その１又はその３＞）・・・・・・ １部 

（３）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

 



 

第１１ 株式会社足利銀行による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  トゥルーバフィナンシャルソリューションズ株式会社 

  特定非営利活動法人日本動産鑑定 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社足利銀行（平成３１年４月１日） 

 

 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業主を含む） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 １，０００万円以上２億５，０００万円以内 
融資期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 

返済方法 
元金均等返済、期日一括返済、随時返済（融資当座貸

越のみ） 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

資金使途 運転資金 
事務取扱手数料 融資金額に対して金融機関所定の手数料 

 

６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・ １部 

（２）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・ １部 

（３）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（４）納税証明書（法人事業税又は法人税＜その１又はその３＞）・・・・・・ １部 

（５）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

 

 

  



 

第１２ 城北信用金庫による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  特定非営利活動法人日本動産鑑定 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  城北信用金庫（令和２年４月１日） 

 

 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業者を除く。） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

（１）売掛債権・在庫を担保とする融資 

融資限度額 ３億５，０００万円以内 
融資期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元金均等返済、期日一括返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

事務取扱手数料 金融機関所定の手数料 
（２）再生可能エネルギー発電設備を担保とする融資 

融資限度額 ３億５，０００万円以内 
融資期間 １５年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元金均等返済、元利均等返済 

物的担保 
再生可能エネルギー発電設備に対し、動産譲渡登記を

おこなう。 

売電債権に対し、債権譲渡登記をおこなう。 

事務取扱手数料 金融機関所定の手数料 
 

 ６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・ １通 

（２）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・ １通 

（３）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（４）納税証明書（法人事業税及び法人都民税）・（法人税及び消費税の＜その１及び

その３の３＞）                     ・・・・・・ １部 

（５）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

（６）社会保険料納入確認書（未納の有無を確認するもの） 

 



 

第１３ 株式会社三井住友銀行による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社三井住友銀行（令和３年１月２５日） 

 

 ３ 付保機関 

  なし 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業者を除く。） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 ３，０００万円以上３億５，０００万円以内 
融資期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元金均等返済、期日一括返済、随時返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

手数料 

モニタリング手数料 

 原則、融資実行額(極度扱いの場合は極度額)の２％

以下＋消費税とし、案件内容により個別に決定する 

その他事務取扱手数料 

 金融機関所定の手数料 
 

 ６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（２）納税証明書（法人事業税又は法人税＜その１又はその３＞）・・・・・・ １部 

（３）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

（４）その他貸付人が合理的に求める資料 

 



 

第１４ 株式会社静岡銀行による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  トゥルーバフィナンシャルソリューションズ株式会社 

  株式会社帝国データバンク 

  Tranzax 株式会社 

  特定非営利活動法人日本動産鑑定 

  株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社静岡銀行（令和４年４月１日） 

 

 ３ 付保機関 

  損害保険ジャパン株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業主を含む。） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

（１）在庫を担保とする融資 

融資限度額 ３，０００万円以上３億５，０００万円以内 
融資期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元金均等返済、期限一括返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

手数料 

モニタリング手数料 

 原則、融資額の２％以下(＋消費税)とし、案件内容

により個別に決定します。 

その他事務取扱手数料 

 金融機関所定の手数料 
（２）機械・設備を担保とする融資 

融資限度額 ３，０００万円以上３億５，０００万円以内 

融資期間 ７年以内 

融資利率（年） 金融機関所定利率 

返済方法 元金均等返済、期限一括返済 

物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

手数料 

モニタリング手数料 

 原則、融資額の２％以下(＋消費税)とし、案件内容

により個別に決定します。 

その他事務取扱手数料 

 金融機関所定の手数料 

 

 ６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（２）納税証明書（法人事業税又は法人税＜その１又はその３＞）・・・・・・ １部 

（３）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

（４）その他貸付人が合理的に求める資料 



 

第１５ 株式会社東日本銀行による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 

  Tranzax 株式会社 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社東日本銀行（令和４年５月３１日） 

 

 ３ 付保機関 

  三井住友海上火災保険株式会社 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業主を除く。） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 １，０００万円以上３億５，０００万円以内 
融資期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 随時返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

手数料 

モニタリング手数料 

原則、融資実行額(極度扱いの場合は極度額)の１％

以下＋消費税とし、案件内容により個別に決定す

る。 

その他事務取扱手数料 

 金融機関所定の手数料 

 

 ６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

  （１）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（２）納税証明書（（その３の３）「法人税」及び「消費税及地方消費税」について 

  未納税額のない証明用）                  ・・・・・・ １部 

（３）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

 



 

第１６ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社三菱ＵＦＪ銀行（令和６年１月３１日） 

 

 ３ 付保機関 

  なし 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業者を除く。） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

（１）在庫を担保とする融資 

融資限度額 ３億５，０００万円以内 
融資期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 期日一括返済、元金均等返済、随時返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

手数料 

モニタリング手数料 

原則、融資実行額(極度扱いの場合は極度額)の２％

以下＋消費税とし、案件内容により個別に決定す

る。 

その他事務取扱手数料 

金融機関所定の手数料 

（２）機械・設備を担保とする融資 

融資限度額 ３億５，０００万円以内 

融資期間 ７年以内 

融資利率（年） 金融機関所定利率 

返済方法 期日一括返済、元金均等返済、随時返済 

物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

手数料 

モニタリング手数料 

原則、融資実行額(極度扱いの場合は極度額)の２％

以下＋消費税とし、案件内容により個別に決定す

る。 

その他事務取扱手数料 

金融機関所定の手数料 

 

 

６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（２）納税証明書（法人事業税又は法人税＜その１又はその３＞）・・・・・・ １部 

（３）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

（４）その他取扱金融機関が合理的に求める資料 

 



 

第１７ 株式会社あおぞら銀行による融資制度 

 

 １ 担保評価機関 

  株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

  株式会社あおぞら銀行（令和７年１月１６日） 

 

 ３ 付保機関 

  なし 

 

 ４ 融資の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業者を除く。） 

（２）その他担保評価機関又は取扱金融機関が定める条件を満たすもの 

 

 ５ 融資の条件 

融資限度額 ３億５，０００万円以内 
融資期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 期日一括返済、元金均等返済、随時返済 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

手数料 

モニタリング手数料 

原則、融資実行額(極度扱いの場合は極度額)の２％

以下＋消費税とし、案件内容により個別に決定す

る。 

その他事務取扱手数料 

金融機関所定の手数料 

 

６ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び担保評価機関の審査等のため

に、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（２）納税証明書（法人事業税又は法人税＜その１又はその３＞）・・・・・・ １部 

（３）担保物件について取扱金融機関又は担保評価機関が請求する書類 

（４）その他取扱金融機関が合理的に求める資料 

 

 

 

 

  



 

保証機関を活用した融資 

 

第１ オリックス自動車株式会社による保証制度 

 

 １ 保証機関 

  オリックス自動車株式会社 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

足立成和信用金庫（令和元年１０月１日） 

亀有信用金庫（平成２６年８月１日） 

興産信用金庫（平成３１年４月１日） 

小松川信用金庫（平成２６年８月１日） 

芝信用金庫（令和元年７月１日） 

城北信用金庫（平成２６年６月１日） 

昭和信用金庫（平成３１年４月１日） 

青和信用組合（平成２６年８月１日） 

世田谷信用金庫（平成３１年４月１日） 

大東京信用組合（平成２６年１２月１日） 

瀧野川信用金庫（平成３１年４月１日） 

株式会社千葉銀行（平成３０年４月１６日） 

東栄信用金庫（平成２６年９月１日） 

東京信用金庫（平成３１年４月１日） 

東京シティ信用金庫（令和元年５月７日） 

株式会社東京スター銀行（平成２６年５月１日） 

東京東信用金庫（平成３１年４月１日） 

東京ベイ信用金庫（令和元年５月７日） 

株式会社三井住友銀行（平成２６年１０月１日） 

 

 ３ 融資又は保証の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人、法人格を有する組合又は個人事業者（業歴１年以上） 

（２）その他保証機関が定める条件を満たすもの 

 

 ４ 融資又は保証の条件 

限度額 ２億５，０００万円以下 
期間 ７年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 元本均等毎月均等返済 
融資形式 証書貸付 
信用保証 個別保証 
信用保証料率（年） ４％以下 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

 

５ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び保証機関の審査等のために、

それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・ １部 

（２）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・ １部 

（３）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（４）納税証明書（法人事業税又は法人税＜その１又はその３＞ ・・・・・・ １部 

（５）保証委託申込書                    ・・・・・・ １部 



 

（６）担保車輌の販売見積書（新規物件の場合）        ・・・・・・ １部 

（７）車検証（既存物件の場合）               ・・・・・・ １部 

（８）保証機関が求める担保車両の状態を確認可能な書類    ・・・・・・ １部 

 



 

第２ 昭和リース株式会社による保証制度 

 

 １ 保証機関 

  昭和リース株式会社 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

足立成和信用金庫（令和元年１２月２日） 

株式会社きらぼし銀行（平成２６年５月１日） 

株式会社京葉銀行（平成３０年４月１６日） 

興産信用金庫（平成３１年４月１日） 

株式会社商工組合中央金庫（平成２７年９月１日） 

城北信用金庫（平成２９年８月１日） 

西武信用金庫（平成２９年４月１日） 

東京信用金庫（平成３１年４月１日） 

東京シティ信用金庫（令和元年５月７日） 

株式会社東京スター銀行（平成２６年７月１日） 

東京東信用金庫（平成３１年４月１日） 

東京ベイ信用金庫（令和元年５月７日） 

株式会社東和銀行（平成２６年１２月１日） 

株式会社東日本銀行（平成２７年２月１日） 

 

 ３ 融資又は保証の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人（個人事業者、組合を除く。） 

（２）その他保証機関が定める条件を満たすもの 

 

 ４ 融資又は保証の条件 

限度額 ５００万円以上２億５，０００万円以内 
期間 運転資金：５年以内、設備資金：７年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 毎月元金均等返済 
融資形式 証書貸付 
信用保証 個別保証 
信用保証料率（年） 年２．０～６．０％ 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

 

５ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び保証機関の審査等のために、

それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）申込書兼情報共有に係る同意書 

（２）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・ １部 

（３）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・ １部 

（４）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（５）納税証明書（法人事業税又は法人税＜その１又はその３＞）・・・・・・ １部 

（６）担保物件について保証機関が請求する書類 

     担保物件の内容及び所有権の帰属を確認できる書類 

    （例）カタログ、見積書、仕様書、売買契約書、納品書、領収書 他 

      建設機械の場合は、車検証（写）または譲渡証（写）、トラック・バスの場

合は車検証（写）及び定期点検記録簿（写） 

 

 



 

第３ ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社による保証制度 

 

 １ 保証機関 

  ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 

 

 ２ 申込受付機関及び取扱開始日 

西武信用金庫（令和６年６月２８日） 

 

 ３ 融資又は保証の対象 

  本要綱第８に該当し、かつ次のいずれにも該当する中小企業 

（１）法人又は法人格を有する組合（個人事業者を含む。） 

（２）その他保証機関が定める条件を満たすもの 

 

 ４ 融資又は保証の条件 

限度額 ２億５，０００万円以内 
期間 １年以内 
融資利率（年） 金融機関所定利率 
返済方法 期日一括返済、元金均等返済 
融資形式 手形貸付、証書貸付 
信用保証 個別保証 
信用保証料率（年） ６．０％以下 
物的担保 担保物件を物的担保として設定する。 

 

５ 申込みに必要な書類 

  原則として次のとおりとする。なお、取扱金融機関及び保証機関の審査等のために、

それ以外の書類が必要となる場合がある。 

（１）印鑑証明書（発行日より３か月以内のもの）       ・・・・・・ １部 

（２）履歴事項全部証明書（発行日より３か月以内のもの）   ・・・・・・ １部 

（３）法人税申告書及び決算報告書の写し（原則直近３期分）  ・・・・・・ １部 

（４）納税証明書（写し）（法人税及び消費税の未納額がないことの証明（その１及

びその３の３））なお、その他納税証明書が必要となる場合がある。 

 


